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平
和
研
憲
法
試
案 

（
傍
線
は
、
現
行
憲
法
か
ら
の
改
正
部
分
） 

 

 
 
 
 

前
文 

 

我
ら
日
本
国
民
は
ア
ジ
ア
の
東
、
太
平
洋
の
波
洗
う
美
し
い
北
東
ア
ジ
ア
の
島
々
に
歴
代

相
承
け
、
天
皇
を
国
民
統
合
の
象
徴
と
し
て
戴
き
、
独
自
の
文
化
と
固
有
の
民
族
生
活
を
形

成
し
発
展
し
て
き
た
。 

 

我
ら
は
今
や
、
長
い
歴
史
の
経
験
の
う
え
に
、
新
し
い
国
家
の
体
制
を
整
え
、
自
主
独
立

を
維
持
し
、
人
類
共
生
の
理
想
を
実
現
す
る
。 

 

我
が
日
本
国
は
、
国
民
が
主
権
を
有
す
る
民
主
主
義
国
家
で
あ
り
、
国
政
は
国
民
の
信
頼

に
基
づ
き
国
民
の
代
表
者
が
担
当
し
、
そ
の
成
果
は
国
民
が
享
受
す
る
。 

 

我
ら
は
自
由
・
民
主
・
人
権
・
平
和
の
尊
重
を
基
本
に
、
国
の
体
制
を
堅
持
す
る
。 

 

我
ら
は
国
際
社
会
に
お
い
て
、
正
義
と
秩
序
を
基
調
と
す
る
国
際
平
和
を
誠
実
に
希
求
し
、

そ
の
実
現
に
貢
献
す
る
。 

 

我
ら
は
自
由
か
つ
公
正
で
活
力
あ
る
日
本
社
会
の
発
展
と
国
民
福
祉
の
増
進
に
努
め
、
教

育
を
重
視
す
る
と
と
も
に
、
自
然
と
の
共
生
を
図
り
、
地
球
環
境
の
保
全
に
力
を
尽
く
す
。 

 

ま
た
世
界
に
調
和
と
連
帯
を
も
た
ら
す
文
化
の
重
要
性
を
認
識
し
、
自
国
の
文
化
と
と
も

に
世
界
文
化
の
創
成
に
積
極
的
に
寄
与
す
る
。 

 

我
ら
日
本
国
民
は
、
大
日
本
帝
国
憲
法
及
び
日
本
国
憲
法
の
果
た
し
た
歴
史
的
意
義
を
想

起
し
つ
つ
、
こ
こ
に
新
時
代
の
日
本
国
の
根
本
規
範
と
し
て
、
我
ら
国
民
の
名
に
お
い
て
、

こ
の
憲
法
を
制
定
す
る
。 

 
 
 

 
 

 

（
天
皇
の
地
位
） 

第
一
条 

天
皇
は
、
国
民
に
主
権
の
存
す
る
日
本
国
の
元
首
で
あ
り
、
国
民
統
合
の
象
徴
で

あ
る
。 

  
 
 
 

第
一
章 

国
民
主
権 

（
国
民
主
権
、
主
権
の
行
使
方
法
） 

第
二
条 

日
本
国
の
主
権
は
国
民
に
存
し
、
国
民
は
国
会
に
お
け
る
代
表
者
及
び
国
民
投
票

に
よ
っ
て
主
権
を
行
使
す
る
。 

（
選
挙
） 

第
三
条 

公
務
員
を
選
定
し
、
及
び
こ
れ
を
罷
免
す
る
こ
と
は
、
国
民
固
有
の
権
利
で
あ
り
、

責
務
で
あ
る
。 

２ 

公
務
員
の
選
挙
に
つ
い
て
は
、
成
年
者
に
よ
る
普
通
選
挙
、
自
由
選
挙
及
び
秘
密
選
挙

並
び
に
投
票
価
値
の
平
等
を
保
障
す
る
。 
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３ 
選
挙
人
は
、
そ
の
選
択
に
関
し
公
的
に
も
私
的
に
も
責
任
を
問
わ
れ
な
い
。 

（
政
党
） 

第
四
条 
国
民
は
、
自
由
に
政
党
を
結
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

政
党
は
、
国
民
主
権
の
原
理
を
尊
重
す
る
と
と
も
に
、
国
民
の
政
治
的
意
思
形
成
に
協

力
し
、
民
主
政
治
の
発
展
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
国
の
説
明
責
任
） 

第
五
条 

国
は
、
国
民
の
主
権
の
行
使
に
資
す
る
た
め
、
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

国
務
に
係
る
情
報
の
開
示
を
行
い
、
国
民
に
対
し
て
説
明
責
任
を
果
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

 

第
二
章 

天
皇 

（
皇
室
典
範
） 

第
六
条 

皇
位
は
世
襲
の
も
の
で
あ
っ
て
、
国
会
の
議
決
し
た
皇
室
典
範
の
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
こ
れ
を
継
承
す
る
。 

（
天
皇
の
権
能
） 

第
七
条 

天
皇
は
、
こ
の
憲
法
の
定
め
る
国
事
に
関
す
る
行
為
の
み
を
行
い
、
国
政
に
関
す

る
権
能
を
有
し
な
い
。 

２ 

天
皇
は
、
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
国
事
に
関
す
る
行
為
を
委
任
す
る
こ

と
が
で
き
る
。 

３ 

天
皇
の
国
事
に
関
す
る
す
べ
て
の
行
為
に
は
、
内
閣
総
理
大
臣
の
助
言
と
承
認
を
必
要

と
し
、
内
閣
総
理
大
臣
が
そ
の
責
任
を
負
う
。 

（
摂
政
） 

第
八
条 

皇
室
典
範
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
摂
政
を
置
く
と
き
は
、
摂
政
は
、
天
皇
の
名

で
そ
の
国
事
に
関
す
る
行
為
を
行
う
。
こ
の
場
合
に
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。 

（
天
皇
の
任
命
権
） 

第
九
条 

天
皇
は
、
衆
議
院
の
指
名
に
基
づ
い
て
、
内
閣
総
理
大
臣
を
任
命
す
る
。 

２ 

天
皇
は
、
国
会
の
指
名
に
基
づ
い
て
、
憲
法
裁
判
所
の
長
た
る
裁
判
官
を
任
命
す
る
。 

３ 

天
皇
は
、
内
閣
総
理
大
臣
の
指
名
に
基
づ
い
て
、
最
高
裁
判
所
の
長
た
る
裁
判
官
を
任

命
す
る
。 

（
天
皇
の
国
事
行
為
） 

第
十
条 

天
皇
は
、
内
閣
総
理
大
臣
の
助
言
と
承
認
に
よ
り
、
国
民
の
た
め
に
、
次
の
国
事

に
関
す
る
行
為
を
行
う
。 

一 

憲
法
改
正
、
法
律
、
政
令
及
び
条
約
を
公
布
す
る
こ
と
。 

二 

国
会
召
集
の
詔
書
を
発
す
る
こ
と
。 

三 

衆
議
院
の
解
散
詔
書
を
発
す
る
こ
と
。 

四 

衆
議
院
議
員
の
総
選
挙
及
び
参
議
院
議
員
の
通
常
選
挙
の
施
行
を
公
示
す
る
こ
と
。 
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五 
国
務
大
臣
及
び
法
律
の
定
め
る
そ
の
他
の
公
務
員
の
任
免
並
び
に
全
権
委
任
状
及
び
大

使
及
び
公
使
の
信
任
状
を
認
証
す
る
こ
と
。 

六 

大
赦
、
特
赦
、
減
刑
、
刑
の
執
行
の
免
除
及
び
復
権
を
認
証
す
る
こ
と
。 

七 

栄
典
を
授
与
す
る
こ
と
。 

八 

批
准
書
及
び
法
律
の
定
め
る
そ
の
他
の
外
交
文
書
を
認
証
す
る
こ
と
。 

九 

外
国
の
大
使
及
び
公
使
を
接
受
す
る
こ
と
。 

十 

儀
式
を
行
う
こ
と
。 

  
 
 

第
三
章 

安
全
保
障
及
び
国
際
協
力 

（
戦
争
放
棄
、
安
全
保
障
、
防
衛
軍
、
国
際
平
和
等
の
活
動
へ
の
参
加
、
文
民
統
制
） 

第
十
一
条 

日
本
国
民
は
、
正
義
と
秩
序
を
基
調
と
す
る
国
際
平
和
を
誠
実
に
希
求
し
、
国

権
の
発
動
た
る
戦
争
と
、
武
力
に
よ
る
威
嚇
又
は
武
力
の
行
使
は
、
国
際
紛
争
を
解
決
す
る

手
段
と
し
て
は
、
永
久
に
認
め
な
い
。 

２ 

日
本
国
は
、
自
ら
の
平
和
と
独
立
を
守
り
、
国
及
び
国
民
の
安
全
を
保
つ
た
め
、
防
衛

軍
を
も
つ
。 

３ 

日
本
国
は
、
国
際
の
平
和
及
び
安
全
の
維
持
、
並
び
に
人
道
上
の
支
援
の
た
め
、
国
際

機
関
及
び
国
際
協
調
の
枠
組
み
の
下
で
の
活
動
に
、
防
衛
軍
を
参
加
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

防
衛
軍
の
指
揮
監
督
権
は
、
内
閣
総
理
大
臣
に
属
す
る
。
防
衛
軍
に
武
力
の
行
使
を
伴

う
活
動
を
命
ず
る
場
合
に
は
、
事
前
に
、
時
宜
に
よ
っ
て
は
事
後
に
、
国
会
の
承
認
を
得
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  
 
 

第
四
章 

国
民
の
権
利
及
び
義
務 

（
国
民
の
要
件
） 

第
十
二
条 

日
本
国
民
た
る
要
件
は
、
法
律
で
こ
れ
を
定
め
る
。 

（
基
本
的
人
権
） 

第
十
三
条 

何
人
も
、
生
来
の
権
利
と
し
て
、
す
べ
て
の
基
本
的
人
権
を
享
有
す
る
。
こ
の

憲
法
が
保
障
す
る
基
本
的
人
権
は
、
侵
す
こ
と
の
で
き
な
い
永
久
の
権
利
と
し
て
、
現
在
及

び
将
来
の
国
民
に
与
え
ら
れ
る
。 

２ 

前
項
の
権
利
は
、
権
利
の
性
質
上
制
約
さ
れ
る
も
の
を
除
き
、
外
国
人
に
対
し
て
も
ひ

と
し
く
保
障
さ
れ
る
。 

（
自
由
及
び
権
利
） 

第
十
四
条 

こ
の
憲
法
が
保
障
す
る
自
由
及
び
権
利
は
、
各
人
の
不
断
の
努
力
に
よ
っ
て
保

持
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
を
濫
用
し
て
は
な
ら
な
い
。 

２ 

何
人
も
、
相
互
に
自
由
及
び
権
利
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
個
人
の
尊
重
及
び
生
命
、
自
由
、
幸
福
追
求
権
） 

第
十
五
条 

す
べ
て
人
は
、
個
人
と
し
て
尊
重
さ
れ
る
。
生
命
、
自
由
及
び
幸
福
を
追
求
す
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る
権
利
に
つ
い
て
は
、
公
共
の
利
益
に
反
し
な
い
限
り
、
立
法
そ
の
他
の
国
政
の
上
で
、
最

も
尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
法
の
下
の
平
等
） 

第
十
六
条 

 
す
べ
て
人
は
、
法
の
下
に
平
等
で
あ
っ
て
、
人
種
、
信
条
、
性
別
、
住
所
又

は
社
会
的
身
分
に
よ
り
、
政
治
的
、
経
済
的
又
は
社
会
的
関
係
に
お
い
て
、
差
別
さ
れ
な
い
。 

２ 

華
族
そ
の
他
の
貴
族
の
制
度
は
、
こ
れ
を
認
め
な
い
。 

３ 

栄
誉
、
勲
章
そ
の
他
の
栄
典
の
授
与
は
、
い
か
な
る
特
権
も
伴
わ
な
い
。
栄
誉
、
勲
章

そ
の
他
の
栄
典
の
内
容
は
法
律
で
こ
れ
を
定
め
る
。 

４ 

栄
典
の
授
与
は
、
現
に
こ
れ
を
有
し
、
又
は
将
来
こ
れ
を
受
け
る
者
の
一
代
に
限
り
、

そ
の
効
力
を
有
す
る
。 

（
公
務
員
の
本
質
） 

第
十
七
条 

す
べ
て
公
務
員
は
全
体
の
奉
仕
者
で
あ
っ
て
、
一
部
の
奉
仕
者
で
は
な
い
。
常

に
公
務
員
は
、
こ
の
憲
法
が
保
障
す
る
自
由
及
び
権
利
の
実
現
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
思
想
及
び
良
心
の
自
由
） 

第
十
八
条 

思
想
及
び
良
心
の
自
由
は
、
こ
れ
を
侵
し
て
は
な
ら
な
い
。 

（
信
教
の
自
由
、
公
的
支
出
の
禁
止
） 

第
十
九
条 

信
教
の
自
由
は
、
何
人
に
対
し
て
も
こ
れ
を
保
障
す
る
。
い
か
な
る
宗
教
団
体

も
、
国
か
ら
特
権
を
受
け
、
又
は
政
治
上
の
権
力
を
行
使
し
て
は
な
ら
な
い
。 

２ 

何
人
も
、
宗
教
上
の
行
為
、
祝
典
、
儀
式
又
は
行
事
に
参
加
す
る
こ
と
を
強
制
さ
れ
な

い
。 

３ 

国
及
び
そ
の
機
関
は
、
特
定
の
宗
教
を
援
助
、
助
長
若
し
く
は
促
進
又
は
圧
迫
若
し
く

は
干
渉
と
な
る
よ
う
な
宗
教
的
活
動
を
し
て
は
な
ら
な
い
。 

（
表
現
の
自
由
） 

第
二
十
条 

言
論
、
出
版
そ
の
他
一
切
の
表
現
の
自
由
は
、
こ
れ
を
保
障
す
る
。 

２ 

検
閲
は
し
て
は
な
ら
な
い
。 

３ 

通
信
の
秘
密
は
、
こ
れ
を
侵
し
て
は
な
ら
な
い
。 

（
集
会
、
結
社
の
自
由
） 

第
二
十
一
条 

集
会
、
結
社
の
自
由
は
、
こ
れ
を
保
障
す
る
。 

（
学
問
の
自
由
、
創
造
活
動
の
自
由
） 

第
二
十
二
条 

学
問
の
自
由
は
、
こ
れ
を
保
障
す
る
。 

２ 

芸
術
、
学
術
、
科
学
技
術
及
び
そ
の
他
の
創
造
活
動
の
自
由
は
、
こ
れ
を
保
障
す
る
。

知
的
財
産
権
は
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
保
護
さ
れ
る
。 

（
人
格
権
） 

第
二
十
三
条 

何
人
も
、
自
己
の
名
誉
、
信
用
そ
の
他
の
人
格
を
不
当
に
侵
害
さ
れ
な
い
。 

２ 

何
人
も
、
自
己
の
私
事
及
び
家
庭
に
み
だ
り
に
干
渉
さ
れ
ず
、
ま
た
第
三
者
に
公
開
さ

れ
な
い
権
利
を
有
す
る
。 
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（
苦
役
か
ら
の
自
由
） 

第
二
十
四
条 

何
人
も
、
犯
罪
に
よ
る
処
罰
の
場
合
を
除
い
て
は
、
そ
の
意
に
反
す
る
苦
役

に
服
さ
せ
ら
れ
な
い
。 

（
居
住
及
び
移
転
の
自
由
） 

第
二
十
五
条 

何
人
も
、
居
住
及
び
移
転
の
自
由
を
有
す
る
。 

２ 

何
人
も
、
外
国
に
移
住
し
、
又
は
国
籍
を
離
脱
す
る
自
由
を
有
す
る
。 

（
職
業
選
択
及
び
営
業
の
自
由
） 

第
二
十
六
条 

何
人
も
、
公
共
の
利
益
に
反
し
な
い
限
り
、
職
業
選
択
及
び
営
業
の
自
由
を

有
す
る
。 

（
財
産
権
） 

第
二
十
七
条 

財
産
権
は
、
こ
れ
を
侵
し
て
は
な
ら
な
い
。 

２ 

財
産
権
の
内
容
は
、
公
共
の
利
益
に
適
合
す
る
よ
う
に
、
法
律
で
こ
れ
を
定
め
る
。 

３ 

私
有
財
産
は
、
正
当
な
補
償
の
下
に
、
こ
れ
を
公
共
の
た
め
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
家
庭
、
家
族
関
係
に
お
け
る
個
人
の
尊
厳
と
両
性
の
平
等
） 

第
二
十
八
条 

家
庭
は
社
会
を
構
成
す
る
基
本
的
な
単
位
で
あ
る
。
何
人
も
、
各
自
、
そ
の

属
す
る
家
族
の
維
持
及
び
形
成
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

婚
姻
は
、
両
性
の
合
意
の
み
に
基
づ
い
て
成
立
し
、
夫
婦
が
同
等
の
権
利
を
有
す
る
こ

と
を
基
本
と
し
て
、
相
互
の
協
力
に
よ
り
、
維
持
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

家
族
は
、
個
人
の
尊
厳
と
両
性
の
本
質
的
平
等
に
立
脚
す
る
も
の
で
あ
り
、
国
家
は
こ

れ
を
保
護
す
る
。 

４ 

配
偶
者
の
選
択
、
財
産
権
、
相
続
、
住
居
の
選
定
、
離
婚
並
び
に
婚
姻
及
び
家
族
に
関

す
る
そ
の
他
の
事
項
に
関
し
て
は
、
法
律
は
、
個
人
の
尊
厳
と
両
性
の
本
質
的
平
等
に
立
脚

し
て
、
制
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
生
存
権
、
国
の
努
力
義
務
） 

第
二
十
九
条 

何
人
も
、
健
康
で
文
化
的
な
最
低
限
度
の
生
活
を
営
む
権
利
を
有
す
る
。 

２ 

国
は
、
す
べ
て
の
生
活
部
面
に
つ
い
て
、
社
会
福
祉
、
社
会
保
障
及
び
公
衆
衛
生
の
向

上
及
び
増
進
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

(

環
境
権) 

第
三
十
条 

何
人
も
、
良
好
な
環
境
を
享
受
す
る
権
利
を
有
し
、
そ
の
保
全
に
努
め
る
義
務

を
負
う
。 

２ 

国
は
、
良
好
な
環
境
の
保
全
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
教
育
を
受
け
る
権
利
） 

第
三
十
一
条 

何
人
も
、
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
能
力
に
応
じ
て
、
ひ
と
し

く
教
育
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
。 

２ 

何
人
も
、
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
保
護
す
る
子
ど
も
に
普
通
教
育
を
受

け
さ
せ
る
義
務
を
負
う
。
義
務
教
育
は
、
こ
れ
を
無
償
と
す
る
。 
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（
勤
労
の
権
利
及
び
義
務
） 

第
三
十
二
条 

何
人
も
、
勤
労
の
権
利
を
有
し
、
義
務
を
負
う
。 

２ 

賃
金
、
就
業
時
間
、
休
息
そ
の
他
の
勤
労
条
件
に
関
す
る
基
準
は
、
法
律
で
こ
れ
を
定

め
る
。 

３ 

児
童
は
、
こ
れ
を
酷
使
し
て
は
な
ら
な
い
。 

（
労
働
者
の
団
結
権
） 

第
三
十
三
条 

勤
労
者
の
団
結
す
る
権
利
及
び
団
体
交
渉
そ
の
他
の
団
体
行
動
を
す
る
権
利

は
、
こ
れ
を
保
障
す
る
。 

（
納
税
の
義
務
） 

第
三
十
四
条 

何
人
も
、
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
納
税
の
義
務
を
負
う
。 

（
平
和
と
独
立
を
守
る
責
務
） 

第
三
十
五
条 

す
べ
て
国
民
は
、
国
の
平
和
と
独
立
を
守
る
責
務
を
負
う
。 

（
法
定
手
続
き
の
保
障
） 

第
三
十
六
条 

何
人
も
、
適
正
な
法
律
の
定
め
る
手
続
き
に
よ
ら
な
け
れ
ば
、
そ
の
生
命
若

し
く
は
自
由
を
奪
わ
れ
、
又
は
そ
の
他
の
刑
罰
及
び
行
政
処
分
を
科
せ
ら
れ
な
い
。 

（
裁
判
を
受
け
る
権
利
） 

第
三
十
七
条 

何
人
も
、
裁
判
所
に
お
い
て
裁
判
を
受
け
る
権
利
を
保
障
さ
れ
る
。 

（
逮
捕
の
要
件
） 

第
三
十
八
条 

何
人
も
、
現
行
犯
と
し
て
逮
捕
さ
れ
る
場
合
を
除
い
て
は
、
権
限
を
有
す
る

裁
判
官
が
発
し
、
か
つ
理
由
と
な
っ
て
い
る
犯
罪
を
明
示
す
る
令
状
に
よ
ら
な
け
れ
ば
、
逮

捕
さ
れ
な
い
。 

（
留
置
又
は
勾
留
の
要
件
） 

第
三
十
九
条 

何
人
も
、
理
由
を
直
ち
に
告
げ
ら
れ
、
か
つ
、
直
ち
に
弁
護
人
に
依
頼
す
る

権
利
を
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
、
留
置
又
は
勾
留
さ
れ
な
い
。
ま
た
、
何
人
も
、
正
当
な
理
由

が
な
け
れ
ば
、
勾
留
さ
れ
ず
、
要
求
が
あ
れ
ば
、
そ
の
理
由
は
、
直
ち
に
本
人
及
び
そ
の
弁

護
人
の
出
席
す
る
公
開
の
法
廷
で
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
住
居
の
不
可
侵
） 

第
四
十
条 

何
人
も
、
第
三
十
八
条
の
場
合
を
除
い
て
は
、
正
当
な
理
由
に
基
づ
い
て
発
せ

ら
れ
、
か
つ
捜
索
す
る
場
所
及
び
押
収
す
る
物
を
明
示
す
る
令
状
が
な
け
れ
ば
、
住
居
、
書

類
及
び
所
持
品
に
つ
い
て
、
侵
入
、
捜
索
及
び
押
収
を
受
け
る
こ
と
は
な
い
。 

２ 

捜
索
又
は
押
収
は
、
権
限
を
有
す
る
裁
判
官
が
発
す
る
各
別
の
令
状
に
よ
り
、
行
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
拷
問
及
び
残
虐
刑
の
禁
止
） 

第
四
十
一
条 

公
務
員
に
よ
る
拷
問
及
び
残
虐
な
刑
罰
は
禁
ず
る
。 

（
刑
事
被
告
人
等
の
権
利
） 

第
四
十
二
条 

す
べ
て
刑
事
事
件
に
お
い
て
は
、
被
告
人
は
、
公
平
な
裁
判
所
の
迅
速
な
公
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開
裁
判
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
。 

２ 
刑
事
被
告
人
は
、
す
べ
て
の
証
人
に
対
し
て
審
問
す
る
機
会
を
充
分
に
与
え
ら
れ
、
又
、

公
費
で
自
己
の
た
め
に
強
制
的
手
続
き
に
よ
り
証
人
を
求
め
る
権
利
を
有
す
る
。 

３ 

刑
事
被
告
人
及
び
勾
留
さ
れ
た
被
疑
者
は
、
い
か
な
る
場
合
に
も
、
資
格
を
有
す
る
弁

護
人
を
依
頼
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
被
告
人
が
自
ら
こ
れ
を
依
頼
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と

き
は
、
国
で
こ
れ
を
付
す
る
。 

（
刑
事
被
告
人
の
権
利
） 

第
四
十
三
条 

何
人
も
、
自
己
に
不
利
益
な
供
述
を
強
要
さ
れ
な
い
。 

２ 

強
制
、
拷
問
若
し
く
は
脅
迫
に
よ
る
自
白
又
は
不
当
に
長
く
留
置
若
し
く
は
勾
留
さ
れ

た
後
の
自
白
は
、
こ
れ
を
証
拠
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

３ 

何
人
も
、
自
己
に
不
利
益
な
唯
一
の
証
拠
が
本
人
の
自
白
で
あ
る
場
合
に
は
、
有
罪
と

さ
れ
、
又
は
刑
罰
を
科
せ
ら
れ
な
い
。 

（
遡
及
処
罰
の
禁
止
、
一
事
不
再
理
） 

第
四
十
四
条 

何
人
も
、
実
行
の
時
に
適
法
で
あ
っ
た
行
為
又
は
既
に
無
罪
と
さ
れ
た
行
為

に
つ
い
て
は
、
刑
事
上
の
責
任
を
問
わ
れ
な
い
。
ま
た
、
同
一
の
犯
罪
に
つ
い
て
、
重
ね
て

刑
事
上
の
責
任
を
問
わ
れ
な
い
。 

（
刑
事
補
償
請
求
権
） 

第
四
十
五
条 

何
人
も
、
留
置
又
は
勾
留
さ
れ
た
後
、
無
罪
の
裁
判
を
受
け
た
と
き
は
、
法

律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
国
に
そ
の
補
償
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
請
願
権
） 

第
四
十
六
条 

何
人
も
、
損
害
の
救
済
、
公
務
員
の
罷
免
、
法
律
、
命
令
又
は
規
則
の
制
定
、

廃
止
又
は
改
正
そ
の
他
の
事
項
に
関
し
、
平
穏
に
請
願
す
る
権
利
を
有
し
、
何
人
も
、
か
か

る
請
願
を
し
た
た
め
に
い
か
な
る
差
別
待
遇
も
受
け
な
い
。 

（
国
家
賠
償
請
求
権
） 

第
四
十
七
条 

何
人
も
、
公
務
員
の
不
法
行
為
に
よ
り
、
損
害
を
受
け
た
と
き
は
、
法
律
の

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
国
又
は
公
共
団
体
に
、
そ
の
賠
償
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

  
 
 

第
五
章 

国
会 

（
立
法
権
） 

第
四
十
八
条 

立
法
権
は
国
会
に
属
す
る
。 

（
両
院
制
） 

第
四
十
九
条 

国
会
は
、
衆
議
院
及
び
参
議
院
の
両
議
院
で
構
成
す
る
。 

（
両
議
院
の
組
織
） 

第
五
十
条 

両
議
院
は
、
全
国
民
を
代
表
す
る
選
挙
さ
れ
た
議
員
で
組
織
す
る
。 

２ 

両
議
院
の
議
員
の
定
数
は
、
法
律
で
定
め
る
。 

（
議
員
及
び
選
挙
人
の
資
格
） 
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第
五
十
一
条 

両
議
院
の
議
員
及
び
そ
の
選
挙
人
の
資
格
は
、
法
律
で
定
め
る
。
た
だ
し
、

人
種
、
信
条
、
性
別
、
住
所
、
社
会
的
身
分
、
教
育
、
財
産
又
は
収
入
に
よ
っ
て
差
別
し
て

は
な
ら
な
い
。 

（
衆
議
院
議
員
の
任
期
） 

第
五
十
二
条 

衆
議
院
議
員
の
任
期
は
、
四
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
衆
議
院
解
散
の
場
合
に

は
、
そ
の
期
間
満
了
前
に
終
了
す
る
。 

（
参
議
院
議
員
の
任
期
） 

第
五
十
三
条 

参
議
院
議
員
の
任
期
は
、
六
年
と
し
、
三
年
ご
と
に
議
員
の
半
数
を
改
選
す

る
。 

（
選
挙
に
関
す
る
事
項
） 

第
五
十
四
条 

選
挙
区
、
投
票
の
方
法
そ
の
他
両
議
院
の
議
員
の
選
挙
に
関
す
る
事
項
は
、

法
律
で
定
め
る
。
た
だ
し
、
衆
議
院
議
員
は
、
国
民
が
直
接
選
挙
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
両
議
院
議
員
の
兼
職
の
禁
止
） 

第
五
十
五
条 

何
人
も
、
同
時
に
両
議
院
の
議
員
た
る
こ
と
は
で
き
な
い
。 

（
議
員
の
歳
費
） 

第
五
十
六
条 

両
議
院
の
議
員
は
、
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
国
庫
か
ら
相
当
額
の

歳
費
を
受
け
る
。 

（
議
員
の
不
逮
捕
特
権
） 

第
五
十
七
条 

両
議
院
の
議
員
は
、
法
律
の
定
め
る
場
合
を
除
い
て
は
、
国
会
の
会
期
中
逮

捕
さ
れ
ず
、
会
期
前
に
逮
捕
さ
れ
た
議
員
は
、
そ
の
議
院
の
要
求
が
あ
れ
ば
、
会
期
中
釈
放

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
議
員
の
発
言
及
び
表
決
の
無
責
任
） 

第
五
十
八
条 

両
議
院
の
議
員
は
、
議
院
で
行
っ
た
演
説
、
討
論
又
は
表
決
に
つ
い
て
、
院

外
で
責
任
を
問
わ
れ
な
い
。 

（
常
会
） 

第
五
十
九
条 

国
会
の
常
会
は
、
毎
年
一
回
召
集
す
る
。 

（
臨
時
会
） 

第
六
十
条 

内
閣
総
理
大
臣
は
、
国
会
の
臨
時
会
の
召
集
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
い

ず
れ
か
の
議
院
の
総
議
員
の
四
分
の
一
以
上
の
要
求
が
あ
れ
ば
、
内
閣
総
理
大
臣
は
、
そ
の

召
集
を
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
衆
議
院
の
解
散
、
特
別
会
、
参
議
院
の
緊
急
集
会
） 

第
六
十
一
条 

衆
議
院
が
解
散
さ
れ
た
と
き
は
、
解
散
の
日
か
ら
四
十
日
以
内
に
、
衆
議
院

議
員
の
総
選
挙
を
行
い
、
そ
の
選
挙
の
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
、
国
会
を
召
集
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

２ 

衆
議
院
が
解
散
さ
れ
た
と
き
は
、
参
議
院
は
、
同
時
に
閉
会
と
な
る
。
た
だ
し
、
内
閣

総
理
大
臣
は
、
国
に
緊
急
の
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
参
議
院
の
緊
急
集
会
を
求
め
る
こ
と
が
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で
き
る
。 

３ 
前
項
た
だ
し
書
の
緊
急
集
会
に
お
い
て
採
ら
れ
た
措
置
は
、
臨
時
の
も
の
で
あ
っ
て
、

次
の
国
会
開
会
の
後
十
日
以
内
に
、
衆
議
院
の
同
意
が
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
効
力
を
失
う
。 

（
資
格
争
訟
の
裁
判
） 

第
六
十
二
条 

両
議
院
は
、
各
々
そ
の
議
員
の
資
格
に
関
す
る
争
訟
を
裁
判
す
る
。
た
だ
し
、

議
員
の
議
席
を
失
わ
せ
る
に
は
、
出
席
議
員
の
三
分
の
二
以
上
の
多
数
に
よ
る
議
決
を
必
要

と
す
る
。 

（
定
足
数
、
表
決
） 

第
六
十
三
条 

両
議
院
は
、
各
々
そ
の
総
議
員
の
三
分
の
一
以
上
の
出
席
が
な
け
れ
ば
議
決

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

２ 

両
議
院
の
議
事
は
、
こ
の
憲
法
に
特
別
の
規
定
の
あ
る
場
合
を
除
い
て
は
、
出
席
議
員

の
過
半
数
で
決
し
、
可
否
同
数
の
と
き
は
、
議
長
の
決
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

（
会
議
の
公
開
、
秘
密
会
、
会
議
の
記
録
） 

第
六
十
四
条 

両
議
院
の
会
議
は
、
公
開
と
す
る
。
た
だ
し
、
出
席
議
員
の
三
分
の
二
以
上

の
多
数
で
議
決
し
た
と
き
は
、
秘
密
会
を
開
く
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

両
議
院
は
、
各
々
そ
の
会
議
の
記
録
を
保
存
し
、
秘
密
会
の
記
録
の
中
で
特
に
秘
密
を

要
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
以
外
は
公
表
し
、
か
つ
一
般
に
頒
布
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

出
席
議
員
の
五
分
の
一
以
上
の
要
求
が
あ
れ
ば
、
各
議
員
の
表
決
は
会
議
録
に
記
載
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
役
員
の
選
任
、
議
員
規
則
） 

第
六
十
五
条 

両
議
院
は
、
各
々
そ
の
議
長
そ
の
他
の
役
員
を
選
任
す
る
。 

２ 

両
議
院
は
、
各
々
そ
の
会
議
そ
の
他
の
手
続
き
及
び
内
部
の
規
律
に
関
す
る
規
則
を
定

め
、
ま
た
、
院
内
の
秩
序
を
み
だ
し
た
議
員
を
懲
罰
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
議
員

を
除
名
す
る
に
は
、
出
席
議
員
の
三
分
の
二
以
上
の
多
数
に
よ
る
議
決
を
必
要
と
す
る
。 

（
法
律
案
の
議
決
、
衆
議
院
の
優
越
） 

第
六
十
六
条 

法
律
案
は
、
こ
の
憲
法
に
特
別
の
規
定
の
あ
る
場
合
を
除
い
て
は
、
両
議
院

で
可
決
し
た
と
き
法
律
と
な
る
。 

２ 

衆
議
院
で
可
決
し
、
参
議
院
で
こ
れ
と
異
な
っ
た
議
決
を
し
た
法
律
案
は
、
衆
議
院
で

再
び
可
決
し
た
と
き
は
、
法
律
と
な
る
。 

３ 

前
項
の
規
定
は
、
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
衆
議
院
が
、
両
議
院
の
協
議
会
を

開
く
こ
と
を
求
め
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。 

４ 

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
衆
議
院
の
再
議
決
は
、
参
議
院
の
議
決
後
、
国
会
休
会
中
の
期

間
を
除
い
て
六
十
日
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

参
議
院
が
、
衆
議
院
の
可
決
し
た
法
律
案
を
受
け
取
っ
た
後
、
国
会
休
会
中
の
期
間
を

除
い
て
六
十
日
以
内
に
、
議
決
し
な
い
と
き
は
、
衆
議
院
は
、
参
議
院
が
そ
の
法
律
案
を
否

決
し
た
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。 
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（
衆
議
院
の
予
算
案
先
議
、
衆
議
院
の
優
越
） 

第
六
十
七
条 

予
算
案
は
、
さ
き
に
衆
議
院
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

予
算
案
に
つ
い
て
、
参
議
院
で
衆
議
院
と
異
な
っ
た
議
決
を
し
た
場
合
に
、
法
律
の
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
両
議
院
の
協
議
会
を
開
い
て
も
意
見
が
一
致
し
な
い
と
き
、
又
は
参

議
院
が
、
衆
議
院
の
可
決
し
た
予
算
案
を
受
け
取
っ
た
後
、
国
会
休
会
中
の
期
間
を
除
い
て

三
十
日
以
内
に
、
議
決
し
な
い
と
き
は
、
衆
議
院
の
議
決
を
国
会
の
議
決
と
す
る
。 

（
条
約
の
承
認
、
衆
議
院
の
優
越
） 

第
六
十
八
条 

条
約
の
締
結
に
必
要
な
国
会
の
承
認
に
つ
い
て
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
を

準
用
す
る
。 

（
公
務
員
の
任
命
へ
の
同
意
） 

第
六
十
九
条 

法
律
で
定
め
る
重
要
な
公
務
員
の
任
命
に
つ
い
て
は
、
参
議
院
の
同
意
を
得

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
国
政
調
査
権
） 

第
七
十
条 

両
議
院
は
、
各
々
国
政
に
関
す
る
調
査
を
行
い
、
こ
れ
に
関
し
て
、
証
人
の
出

頭
及
び
証
言
並
び
に
記
録
の
提
出
を
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
調
査
は
、
各
々
そ
の

総
議
員
の
十
分
の
一
以
上
の
賛
成
が
あ
る
と
き
に
は
、
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

両
議
院
は
、
前
項
の
調
査
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
結
果
の
記
録
を
保
存
し
、
特
に

秘
密
を
要
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
以
外
は
、
こ
れ
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
閣
僚
の
議
会
で
の
答
弁
の
義
務
と
議
会
出
席
の
権
利
） 

第
七
十
一
条 

両
議
院
は
、
内
閣
総
理
大
臣
及
び
国
務
大
臣
に
対
し
て
、
答
弁
又
は
説
明
の

た
め
出
席
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
内
閣
総
理
大
臣
及
び
国
務
大
臣
は
出
席
を
求
め
ら
れ

た
と
き
は
、
議
院
に
出
席
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

ま
た
、
内
閣
総
理
大
臣
及
び
国
務
大
臣
は
、
両
議
院
の
一
に
議
席
を
有
す
る
と
有
し
な

い
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
何
時
で
も
議
案
の
内
容
及
び
そ
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
発
言
す
る
た

め
議
院
に
出
席
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
弾
劾
裁
判
所
、
訴
追
委
員
会
） 

第
七
十
二
条 

参
議
院
に
、
罷
免
の
訴
追
を
受
け
た
裁
判
官
を
裁
判
す
る
た
め
、
参
議
院
議

員
で
構
成
さ
れ
る
弾
劾
裁
判
所
を
設
け
る
。 

２ 

衆
議
院
に
、
前
項
の
訴
追
の
た
め
、
衆
議
院
議
員
で
構
成
さ
れ
る
訴
追
委
員
会
を
置
く
。 

３ 

訴
追
及
び
弾
劾
に
関
す
る
事
項
は
、
法
律
で
定
め
る
。 

 
 

第
六
章 

内
閣
総
理
大
臣 

（
行
政
権
、
国
会
へ
の
責
任
） 

第
七
十
三
条 

行
政
権
は
、
内
閣
総
理
大
臣
に
属
す
る
。 

２ 

内
閣
総
理
大
臣
は
、
行
政
権
の
行
使
に
つ
い
て
、
国
会
に
対
し
責
任
を
負
う
。 

（
内
閣
総
理
大
臣
の
推
挙
） 
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第
七
十
四
条 

総
選
挙
は
、
衆
議
院
議
員
選
出
と
内
閣
総
理
大
臣
推
挙
の
た
め
に
行
わ
れ
る
。 

２ 
政
党
は
、
総
選
挙
に
際
し
、
内
閣
総
理
大
臣
候
補
を
明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
内
閣
総
理
大
臣
の
指
名
） 

第
七
十
五
条 
内
閣
総
理
大
臣
は
、
衆
議
院
議
員
の
中
か
ら
衆
議
院
の
議
決
で
指
名
す
る
。

こ
の
指
名
は
、
他
の
す
べ
て
の
案
件
に
先
立
っ
て
行
う
。 

２ 

前
項
の
指
名
に
あ
た
っ
て
、
過
半
数
の
得
票
者
の
な
い
場
合
に
は
、
投
票
の
最
多
数
を

得
た
者
二
人
に
つ
き
、
更
に
投
票
を
行
い
、
多
数
の
得
票
を
得
た
者
を
指
名
す
る
こ
と
と
す

る
。 

（
内
閣
総
理
大
臣
の
解
散
権
、
内
閣
総
理
大
臣
不
信
任
決
議
） 

第
七
十
六
条 

内
閣
総
理
大
臣
は
、
衆
議
院
を
解
散
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

内
閣
総
理
大
臣
は
、
衆
議
院
で
不
信
任
の
決
議
案
が
可
決
さ
れ
、
又
は
信
任
の
決
議
案

が
否
決
さ
れ
た
と
き
は
、
衆
議
院
を
解
散
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
内
閣
の
構
成
） 

第
七
十
七
条 

内
閣
は
、
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
内
閣
総
理
大
臣
及
び
こ
れ
を
補

佐
す
る
国
務
大
臣
で
構
成
さ
れ
る
。 

２ 

内
閣
総
理
大
臣
及
び
国
務
大
臣
は
、
文
民
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
国
務
大
臣
の
任
命
及
び
罷
免
） 

第
七
十
八
条 

内
閣
総
理
大
臣
は
、
国
務
大
臣
を
任
命
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
過
半
数
は
、

国
会
議
員
の
中
か
ら
選
ば
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

内
閣
総
理
大
臣
は
、
国
務
大
臣
を
罷
免
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
内
閣
の
総
辞
職
） 

第
七
十
九
条 

衆
議
院
議
員
総
選
挙
の
後
に
初
め
て
国
会
の
召
集
が
あ
っ
た
と
き
は
、
内
閣

は
、
総
辞
職
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
場
合
に
は
、
内
閣
は
、
あ
ら
た
に
内
閣
総
理
大
臣
が
任
命
さ
れ
る
ま
で
引
き
続

き
憲
法
の
定
め
る
職
務
を
行
う
。 

（
内
閣
総
理
大
臣
の
臨
時
代
理
） 

第
八
十
条 

内
閣
総
理
大
臣
に
事
故
あ
る
と
き
、
又
は
内
閣
総
理
大
臣
が
欠
け
た
と
き
は
、

そ
の
あ
ら
か
じ
め
指
定
す
る
国
務
大
臣
が
内
閣
総
理
大
臣
の
職
務
を
行
う
。 

（
内
閣
総
理
大
臣
の
職
務
権
限
） 

第
八
十
一
条 

内
閣
総
理
大
臣
は
、
内
閣
の
重
要
政
策
に
関
す
る
基
本
方
針
を
定
め
、
こ
れ

に
つ
い
て
責
任
を
負
う
。 

２ 

内
閣
総
理
大
臣
は
、
法
律
案
、
予
算
案
そ
の
他
の
議
案
を
国
会
に
提
出
し
、
一
般
国
務

及
び
外
交
関
係
に
つ
い
て
国
会
に
報
告
す
る
。 

３ 

内
閣
総
理
大
臣
は
、
行
政
各
部
を
指
揮
監
督
す
る
。 

（
国
務
大
臣
の
職
務
権
限
） 

第
八
十
二
条 

国
務
大
臣
は
、
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
主
任
の
大
臣
と
し
て
行
政
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事
務
を
分
担
管
理
す
る
。 

２ 
国
務
大
臣
は
、
内
閣
総
理
大
臣
が
定
め
た
基
本
方
針
に
基
づ
き
、
自
ら
の
責
任
に
お
い

て
、
自
己
の
分
担
す
る
行
政
事
務
を
行
う
。 

（
内
閣
総
理
大
臣
の
職
務
） 

第
八
十
三
条 

内
閣
総
理
大
臣
は
、
国
務
大
臣
の
補
佐
を
受
け
て
、
他
の
一
般
行
政
事
務
の

ほ
か
、
次
の
事
務
を
行
う
。 

一 

法
律
を
誠
実
に
執
行
し
、
国
務
を
総
理
す
る
こ
と
。 

二 

外
交
関
係
を
処
理
す
る
こ
と
。 

三 

条
約
を
締
結
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
事
前
に
、
時
宜
に
よ
っ
て
は
事
後
に
、
国
会
の
承

認
を
得
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
。 

四 

法
律
の
定
め
る
基
準
に
従
い
、
公
務
員
に
関
す
る
事
務
を
掌
理
す
る
こ
と
。 

五 

予
算
案
を
作
成
す
る
こ
と
。 

六 

こ
の
憲
法
及
び
法
律
の
規
定
を
実
施
す
る
た
め
に
、
政
令
を
制
定
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、

政
令
に
は
、
特
に
そ
の
法
律
の
委
任
が
あ
る
場
合
を
除
い
て
は
、
罰
則
を
設
け
る
こ
と
が
で

き
な
い
。 

七 

大
赦
、
特
赦
、
減
刑
、
刑
の
執
行
の
免
除
及
び
復
権
を
決
定
す
る
こ
と
。 

（
国
民
投
票
） 

第
八
十
四
条 

内
閣
総
理
大
臣
は
、
自
ら
提
出
し
た
法
律
案
に
つ
い
て
、
国
民
投
票
に
付
託

す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
項
の
場
合
に
は
、
そ
れ
に
先
だ
っ
て
、
両
議
院
に
お
い
て
、
各
々
そ
の
総
議
員
の
三

分
の
一
以
上
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

内
閣
総
理
大
臣
は
、
国
民
投
票
の
結
果
を
国
会
に
説
明
す
る
義
務
を
負
う
。 

４ 

国
会
は
、
法
律
案
が
国
民
投
票
に
付
さ
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の
結
果
に
し
た
が
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

国
民
投
票
に
関
す
る
事
項
は
、
法
律
で
定
め
る
。 

（
法
律
及
び
政
令
へ
の
署
名
） 

第
八
十
五
条 

法
律
及
び
政
令
に
は
、
す
べ
て
主
任
の
国
務
大
臣
が
署
名
し
、
内
閣
総
理
大

臣
が
連
署
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
。 

（
国
務
大
臣
の
特
権
） 

第
八
十
六
条 

国
務
大
臣
は
、
そ
の
在
任
中
、
内
閣
総
理
大
臣
の
同
意
が
な
け
れ
ば
、
訴
追

さ
れ
な
い
。
た
だ
し
、
こ
れ
に
よ
り
、
訴
追
の
権
利
は
、
害
さ
れ
な
い
。 

（
緊
急
事
態
の
宣
言
、
指
揮
監
督
権
） 

第
八
十
七
条 

内
閣
総
理
大
臣
は
、
国
の
独
立
と
安
全
又
は
多
数
の
国
民
の
生
命
、
身
体
若

し
く
は
財
産
が
侵
害
さ
れ
、
又
は
侵
害
さ
れ
る
恐
れ
が
あ
る
事
態
が
発
生
し
、
そ
の
事
態
が

重
大
で
緊
急
に
対
処
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

全
国
又
は
一
部
地
域
に
つ
い
て
、
緊
急
事
態
の
宣
言
を
発
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 
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２ 
内
閣
総
理
大
臣
は
、
緊
急
事
態
の
宣
言
を
発
し
た
場
合
に
は
、
法
律
に
基
づ
き
、
防
衛

軍
の
ほ
か
、
警
察
、
海
上
保
安
、
消
防
そ
の
他
の
行
政
機
関
を
統
制
す
る
と
と
も
に
、
地
方

公
共
団
体
の
長
を
直
接
指
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
国
会
承
認
と
宣
言
の
解
除
） 

第
八
十
八
条 

内
閣
総
理
大
臣
は
、
緊
急
事
態
の
宣
言
を
発
し
た
と
き
は
、
二
十
日
以
内
に

国
会
に
付
議
し
て
、
そ
の
承
認
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
衆
議
院
が
解
散
さ
れ
て
い
る

と
き
は
、
緊
急
集
会
に
よ
る
参
議
院
の
承
認
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

内
閣
総
理
大
臣
は
、
国
会
が
緊
急
事
態
の
宣
言
を
承
認
し
な
か
っ
た
と
き
、
又
は
宣
言

の
必
要
が
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
す
み
や
か
に
宣
言
を
解
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
緊
急
措
置
、
基
本
的
人
権
の
尊
重
、
公
正
な
手
続
き
） 

第
八
十
九
条 

内
閣
総
理
大
臣
は
、
緊
急
事
態
の
宣
言
を
発
し
た
場
合
に
は
、
国
民
の
生
命
、

身
体
又
は
財
産
を
守
る
た
め
に
必
要
最
小
限
の
も
の
と
法
律
が
認
め
る
範
囲
内
で
、
こ
の
憲

法
が
保
障
す
る
自
由
及
び
権
利
を
制
限
す
る
緊
急
の
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

内
閣
総
理
大
臣
は
、
前
項
の
措
置
を
と
る
場
合
に
は
、
基
本
的
人
権
を
尊
重
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

３ 

第
一
項
の
措
置
は
、
公
正
か
つ
適
正
な
手
続
き
の
下
に
行
わ
れ
る
も
の
と
し
、
そ
の
実

施
に
係
る
国
民
の
権
利
利
益
の
救
済
に
係
る
手
続
き
に
つ
い
て
も
、
迅
速
に
処
理
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
七
章 

裁
判
所 

（
司
法
権
、
特
別
裁
判
所
の
禁
止
、
裁
判
官
の
職
務
上
の
独
立
） 

第
九
十
条 

す
べ
て
司
法
権
は
、
憲
法
裁
判
所
、
最
高
裁
判
所
及
び
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
設
置
す
る
下
級
裁
判
所
に
属
す
る
。 

２ 

特
別
裁
判
所
は
、
こ
れ
を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
行
政
機
関
は
、
終
審
と
し
て

裁
判
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
。 

３ 

す
べ
て
裁
判
官
は
、
そ
の
良
心
に
従
い
独
立
し
て
そ
の
職
権
を
行
い
、
こ
の
憲
法
及
び

法
律
に
の
み
拘
束
さ
れ
る
。 

（
憲
法
裁
判
所
の
違
憲
審
査
権
） 

第
九
十
一
条 

憲
法
裁
判
所
は
、
一
切
の
条
約
、
法
律
、
命
令
、
規
則
又
は
処
分
が
憲
法
に

適
合
す
る
か
し
な
い
か
を
決
定
す
る
権
限
を
有
す
る
終
審
裁
判
所
で
あ
る
。 

（
憲
法
裁
判
所
の
管
轄
） 

第
九
十
二
条 

憲
法
裁
判
所
は
、
次
の
事
項
を
管
轄
す
る
。 

一 

条
約
、
法
律
、
命
令
、
規
則
又
は
処
分
に
つ
い
て
、
内
閣
又
は
い
ず
れ
か
の
議
院
の
総

議
員
の
三
分
の
一
以
上
の
申
し
立
て
が
あ
っ
た
場
合
に
、
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

憲
法
に
適
合
す
る
か
し
な
い
か
を
審
判
す
る
こ
と
。 

二 

具
体
的
訴
訟
事
件
で
、
最
高
裁
判
所
又
は
下
級
裁
判
所
が
求
め
る
事
項
に
つ
い
て
、
法
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律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
憲
法
に
適
合
す
る
か
し
な
い
か
を
審
判
す
る
こ
と
。 

三 
具
体
的
訴
訟
事
件
の
当
事
者
が
最
高
裁
判
所
の
憲
法
判
断
に
異
議
が
あ
る
場
合
に
、
法

律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
異
議
の
申
し
立
て
に
つ
い
て
、
審
判
す
る
こ
と
。 

（
憲
法
裁
判
所
の
違
憲
判
断
の
効
力
） 

第
九
十
三
条 

憲
法
裁
判
所
が
、
条
約
、
法
律
、
命
令
、
規
則
又
は
処
分
に
つ
い
て
、
憲
法

に
適
合
し
な
い
と
決
定
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
決
定
は
、
そ
れ
以
降
、
国
及
び
地
方
公
共
団

体
を
拘
束
す
る
。 

（
憲
法
裁
判
所
の
裁
判
官
、
任
期
、
報
酬
） 

第
九
十
四
条 

憲
法
裁
判
所
は
、
そ
の
長
た
る
裁
判
官
及
び
法
律
の
定
め
る
員
数
の
そ
の
他

の
裁
判
官
で
こ
れ
を
構
成
し
、
そ
の
長
た
る
裁
判
官
以
外
の
裁
判
官
は
、
半
数
ず
つ
、
国
会

及
び
内
閣
総
理
大
臣
が
任
命
す
る
。 

２ 

憲
法
裁
判
所
の
裁
判
官
は
、
任
期
を
十
年
と
し
、
再
任
さ
れ
な
い
。 

３ 

憲
法
裁
判
所
の
裁
判
官
は
、
す
べ
て
定
期
に
相
当
額
の
報
酬
を
受
け
る
。
こ
の
報
酬
は
、

在
任
中
、
こ
れ
を
減
額
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

（
最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
、
任
期
、
報
酬
） 

第
九
十
五
条 

最
高
裁
判
所
は
、
そ
の
長
た
る
裁
判
官
及
び
法
律
の
定
め
る
員
数
の
そ
の
他

の
裁
判
官
で
こ
れ
を
構
成
し
、
そ
の
長
た
る
裁
判
官
以
外
の
裁
判
官
は
、
内
閣
総
理
大
臣
が

任
命
す
る
。 

２ 

最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
は
、
任
期
を
十
年
と
し
、
再
任
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
は
、
す
べ
て
定
期
に
相
当
額
の
報
酬
を
受
け
る
。
こ
の
報
酬
は
、

在
任
中
、
こ
れ
を
減
額
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

（
下
級
裁
判
所
の
裁
判
官
、
任
期
、
定
年
、
報
酬
） 

第
九
十
六
条 

下
級
裁
判
所
の
裁
判
官
は
、
最
高
裁
判
所
の
指
名
し
た
者
の
名
簿
に
よ
っ
て
、

内
閣
総
理
大
臣
が
任
命
す
る
。
そ
の
裁
判
官
は
、
任
期
を
十
年
と
し
、
再
任
さ
れ
る
こ
と
が

で
き
る
。
た
だ
し
、
法
律
の
定
め
る
年
齢
に
達
し
た
時
に
退
官
す
る
。 

２ 

下
級
裁
判
所
の
裁
判
官
は
、
す
べ
て
定
期
に
相
当
額
の
報
酬
を
受
け
る
。
こ
の
報
酬
は
、

在
任
中
、
こ
れ
を
減
額
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

（
最
高
裁
判
所
、
憲
法
裁
判
所
の
規
則
制
定
権
） 

第
九
十
七
条 

最
高
裁
判
所
は
、
訴
訟
に
関
す
る
手
続
き
、
弁
護
士
、
裁
判
所
の
内
部
規
律

及
び
司
法
事
務
処
理
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
規
則
を
定
め
る
権
限
を
有
す
る
。 

２ 

前
項
の
う
ち
、
憲
法
裁
判
所
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
憲
法
裁
判
所
が
そ
の
規
則

を
定
め
る
権
限
を
有
す
る
。 

３ 

検
察
官
は
、
憲
法
裁
判
所
及
び
最
高
裁
判
所
が
定
め
る
規
則
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

４ 

最
高
裁
判
所
は
、
下
級
裁
判
所
に
関
す
る
規
則
を
定
め
る
権
限
を
、
下
級
裁
判
所
に
委

任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 



  - 15 -世界平和研究所 - 15 - 3/7/2005 

（
裁
判
官
の
身
分
保
障
） 

第
九
十
八
条 

裁
判
官
は
、
裁
判
に
よ
り
、
心
身
の
故
障
の
た
め
に
職
務
を
執
る
こ
と
が
で

き
な
い
と
決
定
さ
れ
た
場
合
を
除
い
て
は
、
公
の
弾
劾
に
よ
ら
な
け
れ
ば
罷
免
さ
れ
な
い
。

裁
判
官
の
懲
戒
処
分
は
、
行
政
機
関
が
こ
れ
を
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
。 

（
裁
判
の
公
開
） 

第
九
十
九
条 

裁
判
の
対
審
及
び
判
決
は
、
公
開
法
廷
で
こ
れ
を
行
う
。 

２ 

裁
判
所
が
、
裁
判
官
の
全
員
一
致
で
、
公
の
秩
序
又
は
善
良
の
風
俗
を
害
す
る
お
そ
れ

が
あ
る
と
決
し
た
場
合
に
は
、
対
審
は
、
公
開
し
な
い
で
こ
れ
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
た

だ
し
、
政
治
犯
罪
、
出
版
に
関
す
る
犯
罪
又
は
こ
の
憲
法
第
四
章
で
保
障
す
る
国
民
の
権
利

が
問
題
と
な
っ
て
い
る
事
件
の
対
審
は
、
常
に
こ
れ
を
公
開
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

 
 
 

第
八
章 

財
政 

（
財
政
処
理
の
基
本
原
則
） 

第
百
条 

国
の
財
政
は
、
国
会
の
議
決
に
基
づ
い
て
、
内
閣
総
理
大
臣
が
処
理
す
る
。 

２ 

国
は
、
健
全
な
財
政
の
維
持
及
び
運
営
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
課
税
） 

第
百
一
条 

あ
ら
た
に
租
税
を
課
し
、
又
は
現
行
の
租
税
を
変
更
す
る
に
は
、
法
律
又
は
法

律
の
定
め
る
条
件
に
よ
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
。 

（
国
費
の
支
出
及
び
国
の
債
務
処
理
） 

第
百
二
条 

国
費
を
支
出
し
、
又
は
国
が
債
務
を
負
担
す
る
に
は
、
国
会
の
議
決
に
基
づ
く

こ
と
を
必
要
と
す
る
。 

（
予
算
案
、
継
続
費
） 

第
百
三
条 

内
閣
総
理
大
臣
は
、
毎
会
計
年
度
の
予
算
案
を
作
成
し
、
国
会
に
提
出
し
て
、

そ
の
審
議
を
受
け
議
決
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

特
別
に
継
続
支
出
の
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
年
限
を
定
め
、
継
続
費
と
し
て
国
会
の
議

決
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
予
備
費
） 

第
百
四
条 

予
見
し
難
い
予
算
の
不
足
に
充
て
る
た
め
、
国
会
の
議
決
に
基
づ
い
て
予
備
費

を
設
け
、
内
閣
総
理
大
臣
の
責
任
で
こ
れ
を
支
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

す
べ
て
予
備
費
の
支
出
に
つ
い
て
は
、
内
閣
総
理
大
臣
は
、
事
後
に
国
会
の
承
諾
を
得

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
皇
室
財
産
） 

第
百
五
条 

す
べ
て
皇
室
財
産
は
、
国
に
属
す
る
。
す
べ
て
皇
室
の
費
用
は
、
予
算
案
に
計

上
し
て
国
会
の
議
決
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
公
の
財
産
の
用
途
制
限
） 

第
百
六
条 

公
金
そ
の
他
の
公
の
財
産
は
、
宗
教
上
の
組
織
若
し
く
は
団
体
の
使
用
、
便
益
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若
し
く
は
維
持
の
た
め
、
又
は
公
の
支
配
に
属
し
な
い
慈
善
、
教
育
若
し
く
は
博
愛
の
事
業

で
あ
っ
て
、
法
律
で
定
め
る
も
の
に
対
し
、
こ
れ
を
支
出
し
、
又
は
そ
の
利
用
に
供
し
て
は

な
ら
な
い
。 

（
決
算
検
査
、
会
計
検
査
院
） 

第
百
七
条 

国
の
収
入
支
出
の
決
算
は
、
す
べ
て
毎
年
会
計
検
査
院
が
こ
れ
を
検
査
し
、
内

閣
総
理
大
臣
は
、
次
の
年
度
に
、
そ
の
検
査
報
告
と
と
も
に
、
こ
れ
を
国
会
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

会
計
検
査
院
の
組
織
及
び
権
限
は
、
法
律
で
こ
れ
を
定
め
る
。 

（
財
政
状
況
の
報
告
） 

第
百
八
条 

内
閣
総
理
大
臣
は
、
国
会
及
び
国
民
に
対
し
、
定
期
に
、
少
な
く
と
も
毎
年
一

回
、
国
の
財
政
状
況
に
つ
い
て
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
九
章 

地
方
自
治 

（
地
方
自
治
の
基
本
原
則
） 

第
百
九
条 

地
方
自
治
は
、
地
方
公
共
団
体
及
び
そ
の
住
民
が
、
地
域
に
お
け
る
住
民
の
日

常
生
活
に
密
接
な
関
連
性
を
有
す
る
事
務
を
、
自
ら
の
意
思
及
び
責
任
に
お
い
て
行
う
こ
と

を
原
則
と
す
る
。 

 

２ 

地
方
公
共
団
体
の
組
織
、
権
能
及
び
運
営
に
関
す
る
事
項
は
、
前
項
の
原
則
を
尊
重
し
、

法
律
で
こ
れ
を
定
め
る
。 

（
地
方
議
会
、
長
・
議
員
等
の
直
接
選
挙
） 

第
百
十
条 

地
方
公
共
団
体
に
は
、
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
議
事
機
関
と
し

て
議
会
を
設
置
す
る
。 

２ 

地
方
公
共
団
体
の
長
、
そ
の
議
会
の
議
員
及
び
法
律
の
定
め
る
そ
の
他
の
公
務
員
は
、

そ
の
地
方
公
共
団
体
の
住
民
が
、
直
接
選
挙
す
る
。 

（
地
方
公
共
団
体
の
権
能
、
条
例
制
定
権
、
課
税
権
） 

第
百
十
一
条 

地
方
公
共
団
体
は
、
そ
の
財
産
を
管
理
し
、
事
務
を
処
理
し
、
及
び
行
政
を

執
行
す
る
権
能
を
有
し
、
法
律
の
趣
旨
の
範
囲
内
で
条
例
を
制
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

地
方
公
共
団
体
は
自
ら
の
権
能
の
実
施
の
た
め
に
、
条
例
に
よ
り
租
税
を
課
す
こ
と
が

で
き
る
。
ま
た
、
そ
の
財
政
は
健
全
に
維
持
及
び
運
営
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
特
別
法
の
住
民
投
票
） 

第
百
十
二
条 

特
定
の
地
方
公
共
団
体
の
み
に
適
用
さ
れ
る
特
別
法
は
、
法
律
の
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
地
方
公
共
団
体
の
住
民
の
投
票
に
お
い
て
そ
の
過
半
数
の
同
意
を
得
な

け
れ
ば
、
国
会
は
、
こ
れ
を
制
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

 
 
 
 
 第

十
章 

改
正 

 
 

（
改
正
の
手
続
き
及
び
公
布
） 
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第
百
十
三
条 

こ
の
憲
法
の
改
正
は
、
各
議
院
の
総
議
員
の
過
半
数
の
賛
成
で
、
国
会
が
発

議
し
、
国
民
に
提
案
し
て
そ
の
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
承
認
に
は
、
特
別
の

国
民
投
票
又
は
国
会
の
定
め
る
選
挙
の
際
行
わ
れ
る
投
票
に
お
い
て
、
そ
の
過
半
数
の
賛
成

を
必
要
と
す
る
。 

２ 

憲
法
改
正
に
つ
い
て
前
項
の
承
認
を
得
た
と
き
は
、
天
皇
は
、
国
民
の
名
で
、
こ
の
憲

法
と
一
体
を
成
す
も
の
と
し
て
、
直
ち
に
こ
れ
を
公
布
す
る
。 

 
 
 

 

第
十
一
章 

最
高
法
規 

（
憲
法
の
最
高
性
） 

第
百
十
四
条 

こ
の
憲
法
は
、
国
の
最
高
法
規
で
あ
っ
て
、
そ
の
条
規
に
反
す
る
条
約
、
法

律
、
命
令
及
び
国
務
に
関
す
る
そ
の
他
の
行
為
の
全
部
又
は
一
部
は
、
そ
の
効
力
を
有
し
な

い
。 

（
国
際
法
規
の
遵
守
） 

第
百
十
五
条 

日
本
国
が
締
結
し
た
条
約
及
び
確
立
さ
れ
た
国
際
法
規
は
、
こ
れ
を
誠
実
に

遵
守
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
。 

（
憲
法
尊
重
擁
護
義
務
） 

第
百
十
六
条 

天
皇
又
は
摂
政
及
び
内
閣
総
理
大
臣
、
国
務
大
臣
、
国
会
議
員
、
裁
判
官
そ

の
他
の
公
務
員
は
、
こ
の
憲
法
を
尊
重
し
擁
護
す
る
義
務
を
負
う
。 

 


